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【調査結果のポイント】 

１ ６０歳以上の高年齢労働者を雇用している事業所の割合は 59.4％（前回調査（平成 16年）

50.5％）、全常用労働者に占める６０歳以上の高年齢労働者の割合は 10.0％（同 7.6％） 

（5 ページ 表３、6ページ 表４－１） 

 

 ２ ６０歳以上の高年齢労働者を雇用するために現在特別な措置をとっている事業所の割合は

46.1％（前回調査 30.1％）（14 ページ 表９） 

 

３ ６０歳以上の高年齢労働者の雇用拡大のための何らかの公的援助が必要だとする事業所の

割合は 55.9％（前回調査 41.8％）（15 ページ 表１０） 
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調 査 の 概 要 

 

１ 調査の目的 

高年齢者の雇用状況を把握するとともに、改正高年齢者雇用安定法施行後の事業所における

実態を把握することにより、今後の高年齢者雇用対策・就業対策に資することを目的とする。 

 

２ 調査の範囲及び対象 

（１）地域 

      日本国全域（ただし、一部地域を除く。） 

（２）産業 

日本標準産業分類（平成 14年 3月改訂）に基づく次の 14大産業 〔鉱業、建設業、製造業、

電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、運輸業、卸売・小売業、金融・保険業、不動産

業、飲食店，宿泊業、医療，福祉、教育，学習支援業、複合サービス事業、サービス業（他

に分類されないもの）（ただし、外国公務及びその他の生活関連サービス業のうち家事サー

ビス業を除く。）〕 

（３）調査対象 

上記（２）に掲げる産業に属し、５人以上の常用労働者を雇用する民営事業所のうちから、

無作為に抽出した事業所   

 

３ 調査の対象期間 

  平成 20 年９月１日現在（一部については、平成 19 年９月１日～平成 20 年８月 31 日現在）

の状況を調査 

 

４ 調査の実施期間 

  平成 20年９月１日から９月 20日までの間に調査を実施 

 

５ 調査事項 

事業所の属性に関する事項、高年齢者の雇用状況に関する事項、定年制の状況に関する事項、

定年制を定めている事業所における過去１年間の高年齢者の退職の状況に関する事項、継続雇

用制度（勤務延長または再雇用制度）に関する事項、定年制を定めていない事業所における過

去１年間の高年齢者の退職の状況に関する事項、６０歳以上の労働者の雇用に関する特別措置

の実施状況及び将来の予定、在職老齢年金受給者の有無及び受給者の年齢階級別人数、６０歳

以上の雇用を拡大するために必要な公的援助の種類 

 

６ 調査の方法 

厚生労働省大臣官房統計情報部から調査対象事業所に郵送し、調査対象事業所が記入した後、

厚生労働省大臣官房統計情報部に返送 

  

７ 調査機関 

    厚生労働省大臣官房統計情報部－報告者 

 

８ 調査対象数、有効回答数及び有効回答率 

調査対象数 9,704 事業所  有効回答数 6,465事業所   有効回答率 66.6％ 
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９ 利用上の注意 

（１）統計表の数値は、表章単位未満の位で四捨五入してある。このため、項目の和が計の数値

とは必ずしも一致しないことがある。 

（２）統計表中の「0.0」は該当数値はあるが四捨五入の結果、表章単位に満たないものを示す。 

（３）統計表中の「 － 」は該当数値がないことを示す。 

（４）統計表中の「 … 」は表章することが不適当なことを示す。 

 

10 主な用語の定義 

「常用労働者」 

次のいずれかに該当する労働者をいう。 

・期間を定めず、又は１か月を超える期間を定めて雇用している者 

・日々又は１か月以内の期間を定めて雇用している者であって、調査日前２か月の

各月にそれぞれ 18日以上雇用した者 

「勤務延長制度」 

定年年齢が設定されたまま、その定年年齢に到達した者を退職させることなく引き

続き雇用する制度をいう。 

「再雇用制度」 

定年年齢に到達した者をいったん退職させた後、再び雇用する制度をいう。 

「継続雇用制度」 

勤務延長制度及び再雇用制度の総称をいう。 

「正社員・正職員」 

正社員・正職員、その他同じ趣旨の名称で呼ばれる者をいう。 

「嘱託・契約社員」 

嘱託・契約社員、その他同じ趣旨の名称で呼ばれる者をいう。 

「パート・アルバイト」 

パート・アルバイト、その他同じ趣旨の名称で呼ばれる者をいう。 

「移籍出向者」 

雇用関係を終了させて、出向契約に基づいて出向先に雇用される者（転籍出向とも

いう。）をいう。 

「事業主都合による退職者」 

解雇（自己の責めに帰すべき理由によるもの及び天災その他やむを得ない理由のた

めに事業の継続が不可能になったことによるものを除く。）その他の事業主の都合に

よる退職者をいう。 
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結 果 の 概 要 

 

１ 定年制、継続雇用制度の状況 

（１）定年制 

定年制がある事業所の割合は 73.5％（前回調査（平成 16年）74.4％）、定年制がない事業

所の割合は 26.5％（同 25.6％）となっている。定年制がある事業所のうち一律に定めている

事業所割合は 67.1％（同 72.6％）、職種別に定めている事業所割合は 4.1％（同 1.2％）と

なっている。一律に定めている事業所のうち、定年年齢が６０歳の事業所割合は 82.0％（同

88.3％）と最も多くなっている。また、定年年齢が６５歳以上の事業所割合は14.8％（同8.3％）

となっている。 

産業別に定年制がある事業所割合をみると、電気・ガス・熱供給・水道業が 98.9％、複合

サービス事業が 98.6％、金融・保険業が 97.1％と高くなっており、飲食店，宿泊業が 55.8％、

医療，福祉が 64.4％、建設業が 65.2％と低くなっている。 

事業所規模別に定年制がある事業所割合をみると、１，０００人以上規模は 99.8％と最も

高く、５～２９人規模は 69.6％ともっとも低くなっている。 

前回調査と比べると、定年年齢６５歳以上の事業所割合が上昇している。（表１） 

 

表１ 定年制の状況別事業所割合 

 

 

 

 

 

 

（単位：％）

100.0  73.5  67.1  (100.0) ( 82.0) ( 1.5) ( 1.7) ( 14.8) 4.1  2.3  26.5  

前 回 〔 平 成 １ ６ 年 〕 〔100.0〕 〔 74.4〕 〔 72.6〕 ［100.0］ ［ 88.3］ ［ 0.8］ ［ 0.6］ ［ 8.3］ 〔 1.2〕 〔 0.7〕 〔 25.6〕

産　　　業 　 　 　

鉱 業 100.0  82.7  80.5  (100.0) ( 72.7) ( 2.3) ( 2.4) ( 22.5) 1.2  0.9 17.3

建 設 業 100.0  65.2  61.6  (100.0) ( 69.7) ( 1.6) ( 0.0) ( 28.6) 1.8  1.8 34.8

製 造 業 100.0  75.3  71.2  (100.0) ( 83.4) ( 2.1) ( 1.3) ( 13.2) 2.0  2.0 24.7

電 気 ・ ガ ス ・ 熱 供 給 ・ 水 道 業 100.0  98.9  93.2  (100.0) ( 93.5) ( 3.9) ( 2.0) ( 0.6) 2.2  3.5 1.1

情 報 通 信 業 100.0  86.0  80.1  (100.0) ( 86.3) ( 3.1)  (    -) ( 10.5) 2.2  3.7 14.0

運 輸 業 100.0  89.6  82.2  (100.0) ( 77.5) ( 2.3) ( 5.2) ( 15.1) 4.8  2.6 10.4

卸 売 ・ 小 売 業 100.0  75.7  70.6  (100.0) ( 87.7) ( 0.5) ( 1.4) ( 10.4) 3.3  1.8 24.3

金 融 ・ 保 険 業 100.0  97.1  90.3  (100.0) ( 96.5)  (    -)  (    -) ( 3.5) 5.0  1.9 2.9

不 動 産 業 100.0  76.9  70.3  (100.0) ( 84.7) ( 2.4) ( 1.6) ( 11.3) 2.3  4.3 23.1

飲 食 店 ， 宿 泊 業 100.0  55.8  50.4  (100.0) ( 63.1) ( 2.7) ( 2.6) ( 31.6) 3.6  1.8 44.2

医 療 ， 福 祉 100.0  64.4  52.7  (100.0) ( 83.5) ( 2.0) ( 1.1) ( 13.5) 8.0  3.7 35.6

教 育 ， 学 習 支 援 業 100.0  82.7  63.8  (100.0) ( 77.0) ( 3.4) ( 4.1) ( 15.4) 16.2  2.7 17.3

複 合 サ ー ビ ス 事 業 100.0  98.6  87.2  (100.0) ( 99.3) ( 0.2)  (    -) ( 0.5) 7.3  4.2 1.4

サ ー ビ ス 業
（ 他 に 分 類 さ れ な い も の ）

100.0  75.5  68.1  (100.0) ( 81.1) ( 1.8) ( 3.0) ( 14.2) 4.5  2.9 24.5

事業所規模

1,000 人 以 上 100.0  99.8  80.9  (100.0) ( 96.4) ( 0.5) ( 0.1) ( 2.9) 15.1  3.8 0.2
300 ～ 999 人 100.0  98.5  82.7  (100.0) ( 91.3) ( 1.4) ( 1.0) ( 6.2) 13.0  2.8 1.5
100 ～ 299 人 100.0  97.9  87.6  (100.0) ( 89.8) ( 2.3) ( 1.6) ( 6.3) 7.3  3.0 2.1
30 ～ 99 人 100.0  93.5  85.1  (100.0) ( 86.4) ( 1.7) ( 1.8) ( 10.1) 6.1  2.3 6.5
5 ～ 29 人 100.0  69.6  63.7  (100.0) ( 80.7) ( 1.5) ( 1.7) ( 16.2) 3.7  2.3 30.4

注： １）　〔　　〕内および[    ］内は、前回調査（平成１６年）の数値。

２）　（    ）内および[    ］内は、一律定年制がある事業所を100.0とした割合。 

総 数

区　　　分 職種別に
定めている６０歳

６１～
６２歳

定年制が
ない

定年制が
ある

事業所
総数

一律に
定めている ６３～

６４歳
６５歳以上

その他

定年年齢
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（２）継続雇用制度（勤務延長制度及び再雇用制度） 

一律に定年制を定めている事業所で定年年齢が 60～64歳の事業所では、継続雇用制度があ

る事業所割合は 89.1％となっている。このうち勤務延長制度がある事業所割合は 27.3％、再

雇用制度がある事業所割合は 83.5％となっている。 

勤務延長制度がある事業所のうち、勤務延長制度のみがある事業所割合は 16.5％、再雇用

制度がある事業所のうち、再雇用制度のみがある事業所割合は 72.7％となっている。 

産業別に継続雇用制度がある事業所割合をみると、電気・ガス・熱供給・水道業が 99.4％、

金融・保険業が 94.5％、建設業が 93.7％と高くなっており、教育，学習支援業が 73.3％、医

療，福祉が 82.4％、サービス業（他に分類されないもの）が 85.9％と低くなっている。 

事業所規模別に継続雇用制度がある事業所割合をみると、１，０００人以上規模が

99.5％と高く、一方、５～２９人規模で 87.1％と低くなっている。 

なお、定年制がある事業所の総数では、継続雇用制度がある事業所割合は 81.9％（前回調

査 67.5％）となっている。(表２） 

 

  

 

表２ 継続雇用制度の状況別事業所割合 

 

 

　 （単位：％）

産　　　業　　　計 100.0  89.1  (100.0) ( 10.8) ( 16.5) ( 72.7) ( 27.3) ( 83.5) 10.9  

鉱 業 100.0  89.4  (100.0) ( 9.2) ( 16.8) ( 74.1) ( 25.9) ( 83.2) 10.7  

建 設 業 100.0  93.7  (100.0) ( 22.8) ( 28.9) ( 48.2) ( 51.8) ( 71.1) 6.3  

製 造 業 100.0  88.9  (100.0) ( 10.8) ( 19.4) ( 69.8) ( 30.2) ( 80.6) 11.1  

電気・ガス・熱供給・水道業 100.0  99.4  (100.0) ( 2.3) ( 3.5) ( 94.3) ( 5.7) ( 96.5) 0.6  

情 報 通 信 業 100.0  88.5  (100.0) ( 7.7) ( 10.5) ( 81.8) ( 18.2) ( 89.5) 11.5  

運 輸 業 100.0  90.8  (100.0) ( 6.7) ( 13.8) ( 79.5) ( 20.5) ( 86.2) 9.2  

卸 売 ・ 小 売 業 100.0  91.7  (100.0) ( 9.5) ( 17.6) ( 73.0) ( 27.0) ( 82.4) 8.3  

金 融 ・ 保 険 業 100.0  94.5  (100.0) ( 6.8) ( 3.7) ( 89.5) ( 10.5) ( 96.3) 5.5  

不 動 産 業 100.0  88.2  (100.0) ( 12.6) ( 8.0) ( 79.4) ( 20.6) ( 92.0) 11.8  

飲 食 店 ， 宿 泊 業 100.0  86.7  (100.0) ( 5.9) ( 14.5) ( 79.5) ( 20.5) ( 85.5) 13.3  

医 療 ， 福 祉 100.0  82.4  (100.0) ( 21.3) ( 19.0) ( 59.7) ( 40.3) ( 81.0) 17.6  

教 育 ， 学 習 支 援 業 100.0  73.3  (100.0) ( 3.5) ( 15.2) ( 81.3) ( 18.7) ( 84.8) 26.7  

複 合 サ ー ビ ス 事 業 100.0  90.3  (100.0) ( 4.7) ( 1.9) ( 93.4) ( 6.6) ( 98.1) 9.7  

サ ー ビ ス 業
（ 他 に 分 類 さ れ な い も の ）

100.0  85.9  (100.0) ( 9.6) ( 13.2) ( 77.1) ( 22.9) ( 86.8) 14.1  

事業所規模

1,000 人 以 上 100.0  99.5  (100.0) ( 4.9) ( 1.9) ( 93.3) ( 6.7) ( 98.1) 0.5  

300 ～ 999 人 100.0  99.4  (100.0) ( 8.4) ( 5.7) ( 86.0) ( 14.0) ( 94.3) 0.6  

100 ～ 299 人 100.0  98.4  (100.0) ( 7.3) ( 10.1) ( 82.6) ( 17.4) ( 89.9) 1.6  

30 ～ 99 人 100.0  96.1  (100.0) ( 8.3) ( 13.4) ( 78.3) ( 21.7) ( 86.6) 3.9  

5 ～ 29 人 100.0  87.1  (100.0) ( 11.6) ( 17.7) ( 70.7) ( 29.3) ( 82.3) 12.9  

100.0  81.9  (100.0) ( 11.3) ( 19.3) ( 69.5) ( 30.5) ( 80.7) 18.1  

前 回 〔 平 成 １ ６ 年 〕 〔100.0〕 〔 67.5〕 ［100.0］ …　 …　 …　 ［ 40.4］ ［ 77.7］ 〔 32.5〕

注： １）　〔　　〕内および[    ］内は、前回調査（平成１６年）の数値。

２）　（    ）内および[    ］内は、継続雇用制度がある事業所を100.0とした割合。 

定 年 制 の あ る 事 業 所 総 数

継続雇用制
度がない事

業所

勤務延長制
度及び再雇
用制度があ
る事業所

勤務延長制
度のみがあ
る事業所

再雇用制度
のみがある

事業所

再掲

勤務延長制
度がある事
業所（両制
度併用含

む）

再雇用制度
がある事業
所（両制度
併用含む）

一律定年制（定年年齢　60-64歳）

区　　　分
定年制があ
る事業所

継続雇用制度が
ある事業所
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２ 高年齢労働者の雇用、退職の状況 

（１）雇用 

ア 高年齢労働者を雇用している事業所割合 

６０歳以上の労働者を雇用している事業所割合は 59.4％（前回調査 50.5％）で前回調査に

比べて 8.9ポイント上昇している。そのうち、６０～６４歳の労働者を雇用している事業所割

合は 50.2％（同 41.3％）、６５～６９歳の労働者を雇用している事業所割合は 26.9％（同

22.5％）、７０歳以上の労働者を雇用している事業所割合は 15.6％（同 13.1％）となってお

り、いずれも前回調査より上昇している。また、５５～５９歳の労働者を雇用している事業所

割合は 61.9％（同 58.4％）となっている。 

産業別に６０歳以上の労働者を雇用している事業所割合をみると、製造業が 81.1％と最も高

く、次いで建設業が 71.1％、運輸業が 69.6％となっている。一方、金融・保険業は 32.0％、

複合サービス事業は 34.2％、情報通信業は 38.2％と低くなっている。 

事業所規模別に６０歳以上の労働者を雇用している事業所割合をみると、規模が大きいほど

割合が高くなっている。また、１，０００人以上規模では 97.7％とほとんどの事業所が６０歳

以上の労働者を雇用しているが、５～２９人規模では 54.9％と規模による差が大きくなってい

る。（表３） 

 

表３ 高年齢労働者を雇用している事業所割合 

 

 

 

 （単位：％）

６０～６４歳
の労働者を雇
用している事

業所

６５～６９歳
の労働者を雇
用している事

業所

７０歳以上の
労働者を雇用
している事業

所

(100.0) 100.0  61.9  59.4  50.2  26.9  15.6  

前 回 〔 平 成 １ ６ 年 〕 … 〔100.0〕 〔 58.4〕 〔 50.5〕 〔 41.3〕 〔 22.5〕 〔 13.1〕

産　　　業

鉱 業 ( 0.1) 100.0  82.0  66.3  56.5  27.7  15.8  

建 設 業 ( 9.9) 100.0  74.5  71.1  60.9  30.5  19.3  

製 造 業 ( 13.2) 100.0  76.4  81.1  69.8  39.1  23.0  

電気・ガス・熱供給・水道業 ( 0.1) 100.0  79.6  53.9  51.2  11.8  2.4  

情 報 通 信 業 ( 1.9) 100.0  42.2  38.2  32.9  11.6  7.6  

運 輸 業 ( 4.5) 100.0  76.0  69.6  63.2  36.7  15.5  

卸 売 ・ 小 売 業 ( 28.7) 100.0  58.7  53.3  43.8  20.7  8.9  

金 融 ・ 保 険 業 ( 2.8) 100.0  61.1  32.0  30.7  6.6  3.2  

不 動 産 業 ( 1.4) 100.0  61.0  61.3  50.4  32.3  18.5  

飲 食 店 ， 宿 泊 業 ( 10.3) 100.0  50.9  50.5  44.8  21.0  15.0  

医 療 ， 福 祉 ( 9.1) 100.0  58.4  65.0  46.3  34.4  25.9  

教 育 ， 学 習 支 援 業 ( 2.7) 100.0  53.9  54.2  47.7  29.8  22.8  

複 合 サ ー ビ ス 事 業 ( 1.4) 100.0  66.2  34.2  30.2  11.3  4.6  

サ ー ビ ス 業
（ 他 に 分 類 さ れ な い も の ）

( 13.9) 100.0  55.5  54.7  48.1  28.9  17.0  

事業所規模

1,000 人 以 上 ( 0.1) 100.0  100.0  97.7  97.2  51.7  25.3  

300 ～ 999 人 ( 0.5) 100.0  98.7  94.5  93.3  56.9  30.0  

100 ～ 299 人 ( 2.5) 100.0  97.9  92.0  90.4  53.3  32.3  

30 ～ 99 人 ( 12.6) 100.0  88.8  81.4  78.1  43.8  23.6  

5 ～ 29 人 ( 84.4) 100.0  56.6  54.9  44.5  23.4  13.9  

注： １）　（　　）は、総数を100.0とした、産業・事業所規模ごとの構成比。

２）　〔　　〕内は、前回調査（平成１６年）の数値。

総 数

区     分 事業所総数

５５～５９歳
の労働者を雇
用している事

業所

６０歳以上の
労働者を雇用
している事業

所
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イ 高年齢労働者の割合 

事業所の全常用労働者に占める高年齢労働者の割合をみると、６０歳以上の労働者割合は

10.0％（前回調査 7.6％）で前回調査に比べ 2.4 ポイント上昇している。年齢階級別にみる

と、６０～６４歳の労働者割合は 6.5％（同 4.9％）、６５～６９歳の労働者割合は 2.5％（同

1.9％）、７０歳以上の労働者割合は 1.0％（同 0.8％）といずれも前回調査より上昇してい

る。また、５５～５９歳の労働者割合は 11.4％（同 10.5％）となっている。 

産業別にみると、６０歳以上の労働者割合は不動産業が 18.1％、運輸業が 14.9％、鉱業が

13.7％と高くなっている。 

事業所規模別に高年齢労働者の割合をみると、６０歳以上の労働者割合は規模が小さいほ

ど割合が高く、５～２９人規模では 12.0％となっている。（表４－１） 

 

表４－１ 高年齢労働者の割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：％）

　 　 　

６０～
　６４歳

６５～
　６９歳

７０歳以上

100.0  21.4  11.4  10.0  6.5  2.5  1.0  

前 回 〔 平 成 １ ６ 年 〕 〔100.0〕 〔 18.1〕 〔 10.5〕 〔 7.6〕 〔 4.9〕 〔 1.9〕 〔 0.8〕

産　　　業

鉱 業 100.0  31.1  17.4  13.7  9.2  2.9  1.6  

建 設 業 100.0  26.9  13.7  13.2  8.6  3.1  1.4  

製 造 業 100.0  22.0  12.9  9.1  6.3  2.0  0.9  

電気・ガス・熱供給・水道業 100.0  10.6  7.5  3.2  2.7  0.4  0.0  

情 報 通 信 業 100.0  9.0  5.7  3.3  2.6  0.5  0.2  

運 輸 業 100.0  29.6  14.8  14.9  9.8  3.9  1.2  

卸 売 ・ 小 売 業 100.0  19.5  11.2  8.3  5.7  1.9  0.7  

金 融 ・ 保 険 業 100.0  13.6  9.4  4.2  3.3  0.7  0.1  

不 動 産 業 100.0  29.6  11.5  18.1  10.7  5.4  2.1  

飲 食 店 ， 宿 泊 業 100.0  19.2  9.6  9.7  6.0  2.5  1.1  

医 療 ， 福 祉 100.0  17.6  8.5  9.1  5.0  2.6  1.6  

教 育 ， 学 習 支 援 業 100.0  22.0  9.7  12.4  7.4  3.3  1.7  

複 合 サ ー ビ ス 事 業 100.0  15.6  10.7  4.9  3.5  1.0  0.4  

サ ー ビ ス 業
（ 他 に 分 類 さ れ な い も の ）

100.0  25.7  12.1  13.6  8.3  3.8  1.6  

事業所規模

1,000 人 以 上 100.0  13.2  9.8  3.4  2.9  0.5  0.1  

300 ～ 999 人 100.0  16.3  10.2  6.1  4.4  1.3  0.3  

100 ～ 299 人 100.0  21.3  12.1  9.2  6.3  2.2  0.7  

30 ～ 99 人 100.0  22.0  11.8  10.2  6.9  2.5  0.9  

5 ～ 29 人 100.0  23.3  11.3  12.0  7.3  3.2  1.6  

注： 　〔　　〕内は、前回調査（平成１６年）の数値。

総 数

区　　分 ５５歳以上労働者総数
５５～
５９歳

６０歳以上
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ウ 制度の有無別高年齢労働者の割合 

定年制及び勤務延長制度の有無別に高年齢労働者の割合をみると、定年制がない事業所で

15.8％、勤務延長制度がある事業所で 12.9％と６０歳以上の労働者割合が高くなっている

（表４－２）。 

 

表４－２ 制度の有無別高年齢労働者割合 

 

（２）退職年齢 

   過去１年間（平成 19年９月１日～平成 20年８月 31 日、以下同じ）に５５歳以上で退職し

た労働者の年齢をみると、退職者割合は６０～６４歳が 44.7％となっている。 

   制度別にみると、定年制があり継続雇用制度がない事業所の退職者割合は５５～５９歳が

46.9％と高くなっている。また、定年制がない事業所では６５～６９歳が 20.3％、７０歳以

上が 20.6％と割合が高くなっている。（表５） 

 

表５ 制度の有無別退職者割合 

 

 

 

 

 

（単位：％）

退職者数　計 100.0 34.0 66.0 44.7 15.2 6.1

 定年制あり 100.0 34.6 65.4 47.0 14.4 4.0

　 継続雇用制度あり 100.0 33.8 66.2 47.6 14.8 3.8

　　 うち、勤務延長制度あり 100.0 34.6 65.4 42.7 16.3 6.3

　　 うち、再雇用制度あり 100.0 34.0 66.0 47.6 15.2 3.1

　 継続雇用制度なし 100.0 46.9 53.1 37.6 9.1 6.3

 定年制なし 100.0 29.7 70.3 29.4 20.3 20.6

区分 55歳以上 55～59歳 60歳以上
60～64歳 65～69歳 70歳以上

（単位：％）

常用労働者数計 100.0 21.4 11.4 10.0 6.5 2.5 1.0

 定年制あり 100.0 20.6 11.4 9.2 6.2 2.2 0.8

　 継続雇用制度あり 100.0 20.9 11.6 9.3 6.3 2.2 0.8

　　 うち、勤務延長制度あり 100.0 26.0 13.1 12.9 8.1 3.6 1.2

　　 うち、再雇用制度あり 100.0 19.9 11.3 8.6 6.0 1.9 0.7

　 継続雇用制度なし 100.0 18.3 9.4 8.9 5.7 2.2 1.0

 定年制なし 100.0 27.0 11.2 15.8 8.5 4.6 2.8

65～69歳 70歳以上
区分 労働者総数 55歳以上 55～59歳 60歳以上

60～64歳
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（３）定年到達者 

ア 継続雇用制度がある事業所における定年到達者の状況 

定年制がある事業所で継続雇用制度がある事業所の過去１年間の定年到達者についてみる

と、勤務延長者の割合は 19.6％（前回調査 26.4％）、再雇用者の割合は 56.0％（同 41.8％）

となっている。 

前回調査と比べると、勤務延長者の割合が低下し、再雇用者の割合が上昇している。 

産業別に継続雇用者の割合をみると、鉱業が 87.4％、不動産業が 85.3％、運輸業が 79.6％

と高くなっており、複合サービス事業が 46.1％、電気・ガス・熱供給・水道業が 53.1％、金

融・保険業が 65.7％と低くなっている。産業別に勤務延長者の割合をみると、飲食店，宿泊

業が 38.6％と最も高くなっている。一方、再雇用者の割合をみると、鉱業が 68.2％、サービ

ス業が 66.6％と高くなっている。 

また、飲食店，宿泊業を除く全ての産業で、再雇用者の割合が勤務延長者の割合よりも多

くなっている。 

事業所規模別に勤務延長者の割合をみると、５～２９人規模は 30.7％と最も高く、 

１，０００人以上規模は 1.9％と最も低くなっている。いずれの規模も再雇用者の割合が勤

務延長者の割合よりも多くなっている。また、再雇用者の割合は全ての規模で 50％よりも多

くなっており、３０～９９人規模は 62.1％と高くなっている。（表６） 

 

表６ 継続雇用制度がある事業所における定年到達者の状況別労働者割合 

 

 

（単位：％）

継続雇用
労働者

うち勤務
延長者

うち再雇用者
継続雇用
労働者

うち勤務
延長者

うち再雇用者

100.0  75.6 19.6  56.0  100.0  75.0 17.4  57.6  
前回〔平成１６年〕 〔100.0〕 … 〔 26.4〕 〔 41.8〕 〔100.0〕 … 〔 24.5〕 〔 42.9〕

産　　業   
鉱 業 100.0  87.4 19.2  68.2  100.0  86.3 12.5  73.8  
建 設 業 100.0  79.5 25.1  54.4  100.0  79.6 18.7  60.9  
製 造 業 100.0  71.1 15.7  55.4  100.0  70.4 14.5  55.9  
電気・ガス・熱供給・水道業 100.0  53.1 2.2  50.8  100.0  53.1 2.2  50.8  
情 報 通 信 業 100.0  67.1 3.2  63.9  100.0  66.7 3.3  63.4  
運 輸 業 100.0  79.6 21.2  58.5  100.0  78.3 17.8  60.4  
卸 売 ・ 小 売 業 100.0  79.2 24.6  54.6  100.0  78.8 24.9  53.9  
金 融 ・ 保 険 業 100.0  65.7 9.1  56.6  100.0  65.4 8.8  56.6  
不 動 産 業 100.0  85.3 29.5  55.7  100.0  79.1 15.1  64.0  
飲 食 店 ， 宿 泊 業 100.0  77.0 38.6  38.4  100.0  72.3 26.4  46.0  
医 療 ， 福 祉 100.0  72.5 18.7  53.8  100.0  72.0 17.2  54.8  
教 育 ， 学 習 支 援 業 100.0  65.9 24.1  41.8  100.0  72.6 25.4  47.3  
複 合 サ ー ビ ス 事 業 100.0  46.1 2.6  43.5  100.0  45.8 2.4  43.4  
サ ー ビ ス 業
（他に分類されないもの）

100.0  79.5 12.9  66.6  100.0  80.0 10.2  69.7  

事業所規模   
1,000 人 以 上 100.0  53.5 1.9  51.6  100.0  53.9 1.3  52.6  
300 ～ 999 人 100.0  59.7 5.3  54.4  100.0  61.3 4.5  56.7  
100 ～ 299 人 100.0  71.5 13.4  58.2  100.0  71.3 11.2  60.1  
30 ～ 99 人 100.0  78.4 16.2  62.1  100.0  77.8 14.6  63.2  
5 ～ 29 人 100.0  82.1 30.7  51.5  100.0  81.2 28.1  53.1  

注： 　〔　　〕内は、前回調査（平成１６年）の数値。

区　　　分

総 数

定年
到達者

定年
到達者

６０歳以上計 ６０～６４歳
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イ 継続雇用制度により働くことを希望しなかった理由 

継続雇用制度がある事業所で、継続雇用制度により働くことを希望しなかった定年到達者

の希望しなかった理由（主なもの２つまでの複数回答）をみると、「制度とのミスマッチ以

外」が 83.5％で、「制度とのミスマッチ」は 17.8％となっている。その内容をみると「定年

退職後に働く意志がない」が 67.4％、「自社以外での再就職を希望」が 22.7％と多くなって

いる。 

産業別に希望しなかった理由をみると、「定年退職後に働く意志がない」では金融・保険

業が 82.2％、医療，福祉が 81.9％、教育，学習支援業が 75.3％と高くなっている。「自社

以外での再就職を希望」では飲食店，宿泊業が 42.2％、卸売・小売業が 32.1％、運輸業が

30.2％と高くなっている。 

事業所規模別に希望しなかった理由をみると、「定年退職後に働く意志がない」では 

１,０００人以上規模が 81.4％、５～２９人規模が 61.5％と規模が小さくなるほど、低くな

っている。 

制度別にみると、勤務延長制度及び再雇用制度がある事業所では「制度のミスマッチ」が

40.1％と割合が高くなっている。その内容を見ると「賃金水準が合わない」が 25.0％、「勤

務場所が合わない」が 20.1％と割合が高くなっている。勤務延長制度のみの事業所では「制

度のミスマッチ」が 6.6％と割合が低く、再雇用制度のみの事業所では、「制度とのミスマ

ッチ以外」のうち「定年退職後に働く意志がない」が 70.8％と割合が高くなっている。 

（表７） 

 

表７ 継続雇用制度により働くことを希望しなかった理由別事業所割合 

  

（単位：％）

( 8.5) 100.0 17.8 0.7 5.6 9.9 0.5 3.0 83.5 22.7 2.2 67.4 22.4

産　　　業

鉱 業 ( 5.4) 100.0 23.6 7.2 5.6 10.7 - - 76.4 7.2 - 69.3 12.8

建 設 業 ( 6.7) 100.0 8.4 - 4.1 3.2 0.8 0.4 70.4 5.5 2.5 66.3 32.0

製 造 業 (14.8) 100.0 17.3 1.2 5.6 8.0 0.3 4.0 81.4 13.0 1.0 75.1 23.9

電 気 ・ ガ ス ・ 熱 供 給 ・ 水 道 業 (19.2) 100.0 8.8 1.4 4.8 4.7 - - 71.4 16.7 1.3 67.0 32.3

情 報 通 信 業 ( 6.1) 100.0 23.8 4.6 13.9 4.2 0.5 2.5 82.1 16.6 5.9 70.2 20.6

運 輸 業 (10.3) 100.0 17.2 0.8 6.3 6.7 3.1 2.0 79.2 30.2 3.3 65.3 24.9

卸 売 ・ 小 売 業 ( 7.0) 100.0 24.8 0.9 3.8 19.4 0.1 0.8 93.4 32.1 0.9 66.6 7.9

金 融 ・ 保 険 業 ( 8.8) 100.0 14.3 0.1 9.1 1.5 0.5 3.7 93.6 24.0 0.5 82.2 27.9

不 動 産 業 ( 5.3) 100.0 30.0 - 0.9 24.0 1.8 3.2 65.7 15.4 3.2 56.4 36.5

飲 食 店 ， 宿 泊 業 ( 8.7) 100.0 1.9 - 0.9 0.8 0.3 - 58.2 42.2 0.4 16.0 41.7

医 療 ， 福 祉 ( 7.4) 100.0 6.3 0.0 2.3 3.6 0.4 0.2 90.9 19.6 4.2 81.9 38.0

教 育 ， 学 習 支 援 業 ( 8.7) 100.0 13.3 3.1 3.3 6.7 0.2 0.0 81.5 6.4 4.0 75.3 34.3

複 合 サ ー ビ ス 事 業 ( 8.2) 100.0 26.3 - 12.8 9.8 0.7 9.1 79.5 12.3 12.8 66.7 20.7

サ ー ビ ス 業
（ 他 に 分 類 さ れ な い も の ）

( 7.1) 100.0 24.3 0.1 11.6 10.9 - 11.2 85.4 24.9 4.6 68.9 18.3

事業所規模

1,000 人 以 上 (88.9) 100.0 29.4 2.8 16.2 7.8 1.4 4.3 88.2 26.4 5.0 81.4 19.2

300 ～ 999 人 (61.2) 100.0 22.0 0.2 9.1 7.9 2.1 4.6 86.9 27.3 3.4 75.6 18.4

100 ～ 299 人 (38.1) 100.0 21.5 0.9 10.0 7.1 0.6 4.8 84.4 21.2 2.3 72.7 23.6

30 ～ 99 人 (15.2) 100.0 15.6 1.7 4.9 6.7 0.7 2.6 82.0 20.6 4.1 70.6 20.8

5 ～ 29 人 ( 4.8) 100.0 17.2 - 3.6 13.6 - 2.4 83.6 24.1 0.6 61.5 23.7

勤 務 延 長 及 び 再 雇 用 あ り ( 4.8) 100.0 40.1 2.2 25.0 5.9 3.7 20.1 72.1 22.6 7.2 60.3 16.5

勤 務 延 長 制 度 の み ( 4.0) 100.0 6.6 1.1 2.0 3.9 0.1 0.3 45.8 9.0 - 40.3 53.6

再 雇 用 制 度 の み (10.3) 100.0 17.3 0.6 4.5 10.8 0.3 2.1 88.3 24.2 2.1 70.8 19.5

注：　（　）内は、継続雇用制度がある事業所を100.0とした、希望しない定年到達者がいた事業所の割合。 

総 数

区　　　分 勤務時
間が合
わない

制度と
のミス
マッチ

希望しない定年到
達者がいた

雇用形
態が合
わない

賃金水
準が合
わない

仕事内
容が合
わない

希望しない理由（主なもの２つまでの複数回答）

制度と
のミス
マッチ
以外

自社以
外での
再就職
を希望

NPOや地
域活動
等への
参加を
希望

定年退
職後に
働く意
志がな

い

勤務場
所が合
わない

その他



 

 

10 

 

ウ 定年制がある事業所で退職した労働者の状況 

  定年制がある事業所について、過去１年間に５５歳以上で退職した労働者の状況をみると、

「定年前退職者」は 30.7％、「定年退職者」は 21.0％で、「定年退職者のうち再就職をあっ

せんした者」は 7.3％となっている。また、「雇用契約期間満了による退職者」は 17.3％、

「勤務延長又は再雇用後に退職した者」は 14.7％となっている。 

  産業別に「定年前退職者」をみると、複合サービス事業が 55.8％、電気・ガス・熱供給・

水道業が 46.2％、鉱業が 43.0％と割合が高くなっている。「定年退職者」は製造業が 34.7％、

情報通信業が 33.6％、教育,学習支援業が 28.4％と割合が高くなっている。 

  事業所規模別にみると、「定年前退職者のうち移籍出向者」及び「定年退職者」は事業所

規模が大きいほど割合が高くなっている。これに対し、「雇用契約期間満了による退職者」

は規模が小さいほど割合が高くなっている。（表８） 

 

 

表８ 定年制がある事業所で退職した労働者の状況別労働者割合 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：％）

100.0 30.7 2.2 4.6 0.9 21.0 (100.0) 1.5 ( 7.3) 14.7 17.3 16.3

産　　　業

鉱 業 100.0 43.0 - 9.1 - 17.8 (100.0) 0.7 ( 4.3) 16.6 11.7 10.8

建 設 業 100.0 30.0 0.4 10.1 1.0 19.5 (100.0) 0.2 ( 1.2) 21.3 23.0 6.3

製 造 業 100.0 28.0 3.4 4.8 0.8 34.7 (100.0) 2.6 ( 7.4) 16.2 9.6 11.5

電気・ガス・熱 供給 ・水 道業 100.0 46.2 29.9 1.2 0.4 24.4 (100.0) 1.9 ( 7.9) 13.0 9.2 7.1

情 報 通 信 業 100.0 29.5 8.9 2.7 2.1 33.6 (100.0) 3.6 (10.6) 13.1 15.1 8.7

運 輸 業 100.0 30.4 0.9 2.8 1.0 18.9 (100.0) 2.0 (10.8) 15.2 13.6 21.9

卸 売 ・ 小 売 業 100.0 30.7 2.2 3.9 0.4 23.0 (100.0) 0.5 ( 2.1) 11.8 20.7 13.8

金 融 ・ 保 険 業 100.0 35.1 4.2 2.9 1.3 22.9 (100.0) 5.1 (22.4) 9.1 19.4 13.6

不 動 産 業 100.0 26.1 0.5 1.5 0.1 17.9 (100.0) 4.3 (24.2) 19.9 21.0 15.2

飲 食 店 ， 宿 泊 業 100.0 38.2 8.4 0.7 0.6 15.9 (100.0) 0.1 ( 0.6) 18.3 4.8 22.8

医 療 ， 福 祉 100.0 32.2 0.0 2.0 0.8 16.1 (100.0) 0.3 ( 1.6) 19.1 8.0 24.6

教 育 ， 学 習 支 援 業 100.0 30.1 2.1 2.4 1.6 28.4 (100.0) 0.8 ( 2.9) 11.9 24.1 5.5

複 合 サ ー ビ ス 事 業 100.0 55.8 0.4 3.2 1.5 20.4 (100.0) 2.4 (11.9) 2.9 11.6 9.4

サ ー ビ ス 業
（ 他 に 分 類 さ れ な い も の ）

100.0 28.5 1.0 6.5 1.1 10.6 (100.0) 1.6 (15.4) 12.7 25.0 23.1

事業所規模

1,000 人 以 上 100.0 30.8 6.9 4.6 2.5 41.6 (100.0) 1.5 ( 3.6) 9.6 11.8 6.2

300 ～ 999 人 100.0 28.5 4.7 2.7 1.0 27.9 (100.0) 3.0 (10.7) 10.3 11.9 21.5

100 ～ 299 人 100.0 32.9 2.5 3.6 2.1 21.1 (100.0) 1.4 ( 6.9) 14.6 13.3 18.1

30 ～ 99 人 100.0 28.8 1.5 5.3 0.7 20.0 (100.0) 1.4 ( 7.0) 18.6 16.1 16.5

5 ～ 29 人 100.0 31.5 1.3 5.2 0.1 16.9 (100.0) 1.2 ( 7.1) 13.9 22.8 14.8

注：１）　（　）内は、定年制がある事業所の定年退職者を100.0とした割合。 

２）　「再就職をあっせんした者」には移籍出向者は含まれない。

３）　「雇用契約期間満了」には、勤務延長者や再雇用者は含まれない。

(1) のう
ち事業主
都合によ
る退職者

総 数

(3)
勤務延長
又は再雇
用後に退
職した者

(4)
雇用契約
期間満了
による退

職者

(5)
(1)～(4)
以外の者

(1)
定年前退

職者

(1) のう
ち移籍出

向者

(2)
 定年退職者

 (2) のうち
再就職をあっ
せんした者

うち再就職
をあっせん

した者

区分

定年制が
ある事業
所で55歳
以上で退
職した労

働者
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３ 継続雇用の状況 

（１）継続雇用した労働者の雇用形態 

過去１年間に継続雇用した労働者がいる事業所について、労働者の雇用形態（複数回答）

をみると、勤務延長者は「正社員・正職員」が 55.4％、「パート・アルバイト」が 22.3％、

「嘱託・契約社員」が 15.4％となっている。これに対し、再雇用者は「嘱託・契約社員」が

60.0％、「正社員・正職員」が 32.9％、「パート・アルバイト」が 15.0％となっている。 

（図１） 

 

 

 

 

図１ 継続雇用した労働者の雇用形態別事業所割合 

 

 

※注： 継続雇用制度のある事業所のうち、勤務延長者がいる割合は 27.0％、再雇用者のいる割合は

24.0％である。（以下同じ） 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

正社員・正職員

嘱託・契約社員

パート・アルバイト

その他

不明

（複数回答）（単位：％）

（勤務延長者がいる事業所＝100.0） （再雇用者がいる事業所＝100.0）

55.4

15.4

22.3

14.3

3.3

0.020.040.060.080.0

32.9

60.0

15.0

2.8

0.9

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0
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（２）継続雇用した労働者の雇用契約期間 

過去１年間に継続雇用した労働者がいる事業所について、それぞれの事業所でもっとも多

い雇用契約期間をみると、勤務延長者は「１年」が 41.0％、「期間を定めていない」が 36.0％、

「１年を超える」が 14.7％となっている。これに対し、再雇用者は「１年」が 67.0％、「１

年を超える」が 13.7％、「期間を定めていない」が 9.3％となっている。（図２） 

 

 

図２ 継続雇用した労働者の雇用契約期間別事業所割合 

 

（３）継続雇用した労働者の賃金 

過去１年間に継続雇用した労働者がいる事業所について、継続労働者の賃金を定年到達時

の賃金と比較すると、それぞれの事業所でもっとも多いケースは、勤務延長者は「同程度」

が 69.4％、「８～９割程度」が 13.0％、「６～７割程度」が 9.7％となっている。  

これに対し、再雇用者は「６～７割程度」が 34.8％、「８～９割程度」が 23.6％、「同程

度」が 21.7％となっている。（図３） 

 

図３ 継続雇用した労働者の賃金別事業所割合 

（単位：％）
（勤務延長者がいる事業所＝100.0） （再雇用者がいる事業所＝100.0）

3.1 

2.3 

41.0 

14.7

36.0 

2.8 

0.020.040.060.080.0

2.3

6.9

67.0

13.7

9.3

0.9

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

６か月未満

６か月以上１年未満

１年

１年を超える

期間を定めていない

不明

（単位：％）
（勤務延長者がいる事業所＝100.0） （再雇用者がいる事業所＝100.0）

0.6

69.4

13.0

9.7

4.2

0.0

3.0

0.020.040.060.080.0

0.1

21.7

23.6

34.8

16.1

2.5

1.0

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

多い

同程度

８～９割程度

６～７割程度

４～５割程度

３割程度以下

不明
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（４）継続雇用した労働者の勤務形態 

過去１年間に継続雇用した労働者がいる事業所について、それぞれの事業所でもっとも多

い勤務形態をみると、勤務延長者は「一般労働者」が 72.1％、「短時間労働者」が 24.7％と

なっている。 

これに対し、再雇用者は「一般労働者」が 78.1％、「短時間労働者」が 21.6％となってい

る。（図４－１） 

短時間労働者について勤務形態をみると、勤務延長者は「日数尐ない、時間同じ」が 37.3％、

「日数同じ、時間短い」が 31.4％、「日数尐ない、時間尐ない」が 20.3％となっている。 

これに対し、再雇用者は「日数尐ない、時間同じ」が 39.0％、「日数尐ない、時間尐ない」

が 24.5％、「日数同じ、時間短い」が 22.8％となっている。（図４－２） 

 

 

図４－１ 継続雇用した労働者の勤務形態別事業所割合（一般労働者、短時間労働者別） 

 

 

図４－２ 継続雇用した労働者の勤務形態別事業所割合（短時間労働者の内訳） 

 

 

 

 

（単位：％）
（勤務延長者がいる事業所＝100.0） （再雇用者がいる事業所＝100.0）

72.1 

24.7 

3.2 

0.020.040.060.080.0

78.1 

21.6 

0.3 

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

一般労働者

短時間労働者

不明

　（短時間労働者＝100.0） （単位：％）
（勤務延長者がいる事業所） （再雇用者がいる事業所）

31.4 

37.3 

20.3 

11.1

0.020.040.060.080.0

22.8 

39.0 

24.5 

13.8

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

日数同じ、時間短い

日数尐ない、時間同じ

その他

日数尐ない、時間尐ない
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４ 雇用拡大のための措置 

（１）雇用のための特別の措置 

６０歳以上の労働者を雇用している事業所について、６０歳以上の労働者の雇用のために

現在「特別の措置をとっている事業所」の割合は 46.1％（前回調査 30.1％）で、その内容（複

数回答）をみると、「適職への配置、仕事の分担の調整」を行っている事業所割合は 27.2％

（同 16.1％）で最も多く、次いで「仕事量の調整」を行っている事業所割合は 26.7％（同

17.5％）、「労働時間の短縮、勤務時間の弾力化」を行っている事業所割合は 26.2％（同 15.6％）

となっている。 

産業別に「特別の措置をとっている事業所」の割合をみると、電気・ガス・熱供給・水道

業が 71.8％、金融・保険業が 65.7％、運輸業が 60.2％となっている。 

事業所規模別に「特別の措置をとっている事業所」の割合をみると、１，０００人以上規

模が 74.3％、５～２９人規模は 43.5％と規模が小さくなるほど割合が低くなっている。 

（表９） 

 

 

表９ ６０歳以上の労働者の雇用のため、現在とっている特別の措置別事業所割合 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：％）

仕事量
の調整

職務の
再設計、
職務の
開発

適職へ
の配置、
仕事の
分担の
調整

労働時間
の短縮、
勤務時間
の弾力化

作業方法の
改善、作業

施設・作業設
備の整備

安全衛
生・健康
管理面で
の配慮

教育訓練
の実施

在宅勤務、
サテライト
オフィス勤
務の導入

地域の企業
等との共同
受皿会社の
設立又はＮ
ＰＯ等を活
用した独立
開業の支援

左記以外
の措置

(59.4) 100.0 46.1 26.7 5.4 27.2 26.2 6.7 19.7 4.8 1.1 0.6 1.5 52.4

前回〔平成１６年〕 〔50.5〕 [100.0] [30.1] [17.5] [ 1.7] [16.1] [15.6] [ 2.9] [10.8] [ 2.6] [ 0.5] … [ 0.5] [59.1]

産　　　業 　

鉱 業 (66.3) 100.0 51.3 23.8 2.7 33.0 24.6 9.4 33.1 2.0 - - - 47.1

建 設 業 (71.1) 100.0 50.4 26.7 4.3 32.2 14.7 9.1 25.1 6.6 0.2 0.1 2.6 49.6

製 造 業 (81.1) 100.0 45.9 27.9 5.9 25.7 25.5 8.1 18.1 4.3 2.2 2.1 1.3 52.8

電気・ガス・熱供給・水道業 (53.9) 100.0 71.8 36.7 17.1 60.2 32.6 8.0 24.8 9.2 0.4 3.1 0.9 27.4

情 報 通 信 業 (38.2) 100.0 49.0 29.3 10.6 36.5 34.9 5.2 14.1 5.2 0.3 - 0.2 50.8

運 輸 業 (69.6) 100.0 60.2 34.4 5.1 31.0 32.2 8.7 21.0 7.4 0.0 - 0.2 38.3

卸 売 ・ 小 売 業 (53.3) 100.0 48.2 26.2 6.7 27.3 35.0 7.6 21.1 4.8 0.5 - 2.0 49.7

金 融 ・ 保 険 業 (32.0) 100.0 65.7 34.2 16.4 48.5 36.9 5.8 17.9 6.7 4.3 2.2 2.3 33.1

不 動 産 業 (61.3) 100.0 38.7 17.6 5.2 18.6 22.1 6.2 10.9 3.4 2.6 1.3 1.4 58.7

飲 食 店 ， 宿 泊 業 (50.5) 100.0 24.0 11.0 0.8 14.7 10.6 2.0 12.7 3.1 - - 0.4 70.7

医 療 ， 福 祉 (65.0) 100.0 42.4 32.2 3.5 24.1 27.8 4.5 18.7 3.0 2.4 - 1.3 57.5

教 育 ， 学 習 支 援 業 (54.2) 100.0 42.2 34.1 2.4 21.3 30.8 4.1 19.0 0.6 - - 2.3 56.2

複 合 サ ー ビ ス 事 業 (34.2) 100.0 31.8 18.7 4.6 23.2 12.6 2.9 10.0 6.9 - - 0.6 66.2

サ ー ビ ス 業
（他に分類されないもの）

(54.7) 100.0 49.9 27.9 6.5 32.2 25.2 5.9 21.5 5.8 1.6 0.8 1.4 49.1

事業所規模  

1,000 人 以 上 (97.7) 100.0 74.3 40.2 19.9 52.3 45.9 9.2 29.8 9.8 2.4 0.1 0.3 23.6

300 ～ 999 人 (94.5) 100.0 66.7 36.8 15.0 47.2 37.4 5.1 23.6 3.7 0.5 0.3 1.4 31.1

100 ～ 299 人 (92.0) 100.0 61.2 34.9 9.9 40.1 31.7 8.1 24.4 5.5 0.5 0.1 1.2 36.6

30 ～ 99 人 (81.4) 100.0 53.3 30.1 7.0 35.4 28.9 7.3 19.8 5.6 0.6 0.2 0.9 45.0

5 ～ 29 人 (54.9) 100.0 43.5 25.4 4.7 24.5 25.2 6.5 19.4 4.6 1.2 0.7 1.7 55.0

注：１）　６０歳以上労働者を雇用している事業所には「６０歳以上の労働者の雇用のための措置」の不詳を含む。

２）　〔　　〕内および［    ］内は、前回調査（平成１６年）の数値。

３）　（　　）内および〔    〕内は、全事業所に占める６０歳以上の労働者を雇用している事業所割合。

総 数

　

区      分

特別の
措置を
とって
いない

特別の
措置を
とって
いる

事業所

６０歳以上の
労働者を雇用

している事業所

措置の内容（複数回答）
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（２）雇用拡大のための公的援助 

６０歳以上の労働者の雇用拡大のため必要な公的援助をみると、「公的援助が必要」な事

業所割合は 55.9％（前回調査 41.8％）となっている。その内容（複数回答）をみると、「賃

金に対する助成」を挙げる事業所割合が 46.9％（同 33.5％）と最も多く、次いで「人材の紹

介」を挙げる事業所割合が 15.2％（同 12.3％）となっている。 

産業別に「公的援助が必要」な事業所の割合をみると、製造業、運輸業、不動産業が 63.0％

と高くなっている。 

事業所規模別に必要な公的援助をみると、「公的援助が必要」とする事業所割合はすべて

の規模で５割を超えており、１，０００人以上規模では 68.0％と割合が高くなっている。 

（表１０） 

 

表１０ ６０歳以上の労働者の雇用拡大のため必要な公的援助別事業所割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：％）

人材の紹介

雇用に関
するノウ
ハウの提

供

賃金に対
する助成

能力開発
費用に対
する助成

教育訓練
機会の提

供

その他の
援助

100.0  55.9  15.2  7.1  46.9  8.4  7.7  4.1  14.6  29.1  

前回〔平成１６年〕 〔100.0〕 〔41.8〕 〔12.3〕 〔 7.8〕 〔33.5〕 〔 7.7〕 〔 5.5〕 〔 3.5〕 〔20.1〕 〔31.8〕

産　　　業

鉱 業 100.0  61.6  3.4  6.2  54.6  12.0  7.1  7.7  10.6  27.7  

建 設 業 100.0  62.2  13.4  9.1  49.7  8.5  6.5  4.9  9.8  28.0  

製 造 業 100.0  63.0  15.4  7.7  55.5  8.5  5.4  5.1  12.5  24.2  

電気・ガス・熱供給・水道業 100.0  39.5  7.0  4.6  32.8  6.4  4.5  2.0  23.3  36.4  

情 報 通 信 業 100.0  61.8  7.7  14.1  52.9  12.8  10.0  9.4  12.9  25.3  

運 輸 業 100.0  63.0  12.8  5.1  54.8  7.4  11.0  4.1  13.9  22.6  

卸 売 ・ 小 売 業 100.0  54.3  16.6  7.4  46.8  7.8  9.1  1.9  14.9  30.1  

金 融 ・ 保 険 業 100.0  53.6  5.6  8.8  41.1  11.9  11.8  5.7  13.5  31.7  

不 動 産 業 100.0  63.0  17.1  14.5  51.4  7.9  8.8  3.2  12.9  24.2  

飲 食 店 ， 宿 泊 業 100.0  40.5  13.3  0.9  31.6  5.1  3.9  2.9  17.5  42.0  

医 療 ， 福 祉 100.0  56.1  20.9  6.7  44.2  8.8  8.1  5.8  18.5  25.4  

教 育 ， 学 習 支 援 業 100.0  55.6  15.2  8.6  44.2  6.3  11.0  7.2  18.6  25.1  

複 合 サ ー ビ ス 事 業 100.0  48.4  15.7  8.7  33.2  11.2  11.1  4.3  8.3  41.4  

サ ー ビ ス 業
（ 他 に 分 類 さ れ な い も の ） 100.0  56.7  15.0  7.6  49.4  10.7  6.9  5.0  15.5  27.4  

事業所規模

1,000 人 以 上 100.0  68.0  5.3  11.6  55.2  14.6  12.8  8.0  14.1  17.3  

300 ～ 999 人 100.0  66.1  10.7  9.7  55.8  12.2  7.5  6.3  13.3  20.0  

100 ～ 299 人 100.0  66.3  13.2  9.3  55.4  12.0  8.8  5.6  11.0  22.0  

30 ～ 99 人 100.0  63.7  15.3  7.7  53.4  9.7  8.7  4.8  11.6  24.0  

5 ～ 29 人 100.0  54.3  15.3  6.9  45.6  8.0  7.5  3.9  15.2  30.1  

注： １）　事業所総数には「６０歳以上の労働者の雇用拡大のため必要とする公的援助」の不詳を含む。

２）　〔　　〕内は、前回調査（平成１６年）の数値。
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公的援助の内容　（複数回答）


